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 補助対象者 補助額 加算額 

賃貸補助金 
(二地域拠点・ 
UIJ ターン) 

①月額 15,001 円～
40,000 円 

①月額家賃から 15,000
円を控除した額 ・配偶者加算 2,000 円 

・子育て加算 1 人当たり
1,000 円 ②月額 40,000 円を

超える場合 ②25,000 円 

 
UIJ ターン奨励金 
（引っ越し費用） 

①一般世帯 
（二人以上の世帯） 

①引越費用の 1/2 以内
上限 130,000 円 

・配偶者加算 1 人当たり
10,000 円 
・子育て加算 1 人当たり
5,000 円 
 

②単身世帯 
（単身者） 

②引越費用の 1/2 以内
上限 50,000 円 

令和 8 年度 

UIJ ターンでの移住・定住及び二地域居住希望者に補助金を交付します。 

 
支援補助金 

賃貸費用    契約書に記載された契約日から 90 日後までに申請が必要です。 
引っ越し費用  令和 9 年 2 月 26 日（金）まで 
 

2027 年 
4 月 

申請期間 

令和 8 年度 1 回目 7 月分申請 

賃貸費用  契約期間から 1 年間（年度を超えて 1 年間補助を申請する場合は、令和 8 年度・9 年

度の 2 回に分けて申請が必要です。） 

引越し費用 令和 8 年 4 月 1 日（水）～令和 9 年 3 月 31 日（水）までに支払った費用 

補助対象者 

2026 年 
9 月 1 日契約 

2027 年 
8 月 

2026 年 
11 月末 

契約日から 
90 日以内に申請 

※UIJ ターンにより真庭市へ移住した者又は二地域居住により真庭市で居住する者であ

って、次に掲げる要件を全て満たすもの 

１ 申請日の直前まで１年以上真庭市に転入がないこと。 

２ 過去に本補助金の交付を受けていないこと。 

３ 申請時に国、県又は市町村からの当該補助と同様の公的扶助を受けていないこと。 

４ 真庭市の賃貸物件で申請者が賃貸契約を結んでいること。 

５ 移住及び二地域居住者については、転勤や進学等による一時的な転入でないこと。 

６ 二地域居住者については年間を通じて 30 日以上本市に居住する意思があり、真庭市

交流定住センターに移住相談を行っていること。 

令和 9 年度 2 回目 5 月分申請 

詳しくはＨＰへ 

（例）年度を超えて 1 年間の賃借補助を申請する場合（提出書類は 1 回目と同じです。） 

問い合わせ先 真庭市総合政策部地域みらい創生課 TEL 0867-42-1179 

補助対象経費  



申請にあたり下記書類が必要となります。ご提出前に書類の確認をお願いいたします。

チェック欄

　

1 □
2 □
3 □
4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

1 □

2 □

3 □

1 □

必要書類一覧

■必ず必要な書類

補助金等交付申請書
補助金申請額の内訳、賃貸契約日、転入等を記載した書類（任意様式）
世帯全員の戸籍の附票の写し（住所の履歴が記載されているもの）
誓約書

■二地域拠点又はUIJターンで住宅を賃借した場合（賃貸補助金）

住宅の賃貸契約書の写し
住宅手当支給証明書（様式第2号）
※給与所得者の方は手当の支給の有無に関わらず提出ください。

■UIJターンで引っ越した場合（UIJターン奨励金）

就業証明書（任意様式）
※就業していない場合はその旨を記載した書類を提出ください。
雇用保険被保険証の写し
※雇用保険被保険証を所持していない場合は、その旨を記載した書類を提出く
ださい。
個人事業主及び法人の経営者にあってはその旨を確認できる書類
（例）開業届の控え等
引っ越し費用見積書

交付決定通知書送付

■補助申請分の支払が全て完了した後に提出する書類

補助金等実績報告書
領収書又は支払が確認できる書類（支払日が確認できるもの）
（例）通帳の写し、クレジットカード明細等
アンケート用紙　※ネットで回答した場合は不要

確定通知書、請求書送付

■確定通知書が届いた後に提出する書類

請求書（様式第5号）

補助金振込
※上記以外にも書類の提出をお願いしたり、確認のためのご連絡をさせていただく場合がございます。
ご了承ください。


